
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年7月21日

【発行者名】 安田投信投資顧問株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　山口　治紀

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田美土代町７番地

【事務連絡者氏名】 金　英弘

【電話番号】 03-3296-6000

【届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券に係るファンドの名称】

パン・パシフィック外国債券オープン

【届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券の金額】

上限5,000億円

【縦覧に供する場所】 該当なし
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成21年11月12日付をもって提出した有価証券届出書(平成21年11月20日、平成22年4月1日、平成22
年4月30日、平成22年5月14日および平成22年6月1日をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書
により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の記載事項の一部に訂正すべき事項がありますの
で、関係事項を以下の通り訂正するものです。
 
２【訂正の内容】
原届出書の該当情報を以下のとおり訂正または更新します。　　　　　の部分は訂正部分を示します。

 
第一部【証券情報】
 

（７）【申込期間】
＜訂正前＞
平成21年11月13日から平成22年11月16日まで
ニューヨークの銀行またはカナダの銀行の休業日を除く毎営業日申込の受付を行います。
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
＜訂正後＞
平成21年11月13日から平成22年9月30日まで
※ 委託会社の合併に伴い、委託会社を変更することとなった場合には、平成22年10月1日以降は、合
併後の新会社において募集を継続します。

ニューヨークの銀行またはカナダの銀行の休業日を除く毎営業日申込の受付を行います。
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
 

（１２）【その他】
＜訂正前＞

（略）

④振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（１１）振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
 
＜訂正後＞

（略）

④振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（１１）振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

⑤委託会社の合併について（お知らせ）

ファンドの委託会社である安田投信投資顧問株式会社は、ＭＤＡＭアセットマネジメント株式会社

と、平成22年10月１日をもって合併することになりました。安田投信投資顧問株式会社を委託会社と

する投資信託契約に係る業務は、存続会社であるＭＤＡＭアセットマネジメント株式会社（合併後

の商号：明治安田アセットマネジメント株式会社）に引き継がれ、安田投信投資顧問株式会社は合

併により消滅いたします。

この合併に伴い、ファンドの委託会社を、明治安田アセットマネジメント株式会社とする信託約款の

変更を予定しています。

 

a．信託約款の変更の日程

ファンドの委託会社を変更することにつき、信託約款の規定に基づき、受益者からの異議申立ての

受付および買取請求に関する手続きを以下の日程で行います。

1．新聞公告日： 平成22年7月22日（日本経済新聞朝刊に掲載）
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2．異議申立期間： 平成22年7月22日から平成22年9月6日まで

3．投資信託約款の変更日： 平成22年9月8日

4．異議申立受益者の買取請求期間： 平成22年9月8日から平成22年9月27日まで

5．投資信託約款変更の適用日（予定）： 平成22年10月1日(予定)

ｂ．信託約款の変更にかかる手続き

平成22年7月22日（公告日）現在の受益者で、信託約款の変更に異議のある方は、平成22年7月22日

から平成22年9月6日までに、安田投信投資顧問株式会社に書面によりその旨を申し出ます。

異議の申し出のあった受益者の受益権の口数が平成22年7月22日（公告日）における受益権の総口

数の２分の１を超えない場合、信託約款の変更をいたします。

 
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（２）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞

（略）
■委託会社
安田投信投資顧問株式会社

（略）
◆沿革　平成11年3月1日      安田ペインウェバー投信株式会社設立

平成11年3月25日     証券投資信託委託業認可取得
平成11年12月16日    関東財務局へ証券投資顧問業登録
平成15年6月26日     安田投信投資顧問株式会社へ商号変更
平成15年7月23日     投資一任契約に係る業務の認可取得
平成15年8月1日      安田投資顧問株式会社と合併

（略）
＜訂正後＞

（略）
■委託会社
安田投信投資顧問株式会社

（略）
◆沿革　平成11年3月1日      安田ペインウェバー投信株式会社設立

平成11年3月25日     証券投資信託委託業認可取得
平成11年12月16日    関東財務局へ証券投資顧問業登録
平成15年6月26日     安田投信投資顧問株式会社へ商号変更
平成15年7月23日     投資一任契約に係る業務の認可取得
平成15年8月1日      安田投資顧問株式会社と合併
平成22年10月1日　　　ＭＤＡＭアセットマネジメント株式会社と合併、明治安田アセットマ

ネジメント株式会社に商号変更（予定）
（略）
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第四部【特別情報】
第１【委託会社等の概況】
５【その他】
＜訂正前＞

（略）

（２）訴訟事件その他の重要事項

訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ

ん。

＜訂正後＞
（略）

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社は、平成22年10月1日にＭＤＡＭアセットマネジメント株式会社と合併し、明治安田アセッ

トマネジメント株式会社となる予定です。
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